
昭
和
四
十
三
年
政
令
第
七
十
三
号

南
九
州
畑
作
営
農
改
善
資
金
融
通
臨
時
措
置
法
施
行
令

内
閣
は
、
南
九
州
畑
作
営
農
改
善
資
金
融
通
臨
時
措
置
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

南
九
州
畑
作
営
農
改
善
資
金
融
通
臨
時
措
置
法
第
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一
　
昭
和
二
十
二
年
か
ら
昭
和
四
十
一
年
ま
で
の
各
年
の
五
月
か
ら
七
月
ま
で
の
間
に
お
け
る
そ
の
地
域
に
係
る
降

雨
量
（
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
で
測
定
し
た
数
値
と
す
る
。
）
の
合
計
を
二
十
で
除
し
て
得
た
数
が
千
二
百
以
上
で
あ
る

こ
と
。

二
　
そ
の
地
域
に
係
る
畑
と
牧
野
の
合
計
面
積
に
対
す
る
シ
ラ
ス
、
ボ
ラ
、
コ
ラ
、
ア
カ
ホ
ヤ
、
ク
ロ
ボ
ク
又
は
ク

ロ
ニ
ガ
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
特
殊
な
火
山
噴
出
物
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
認
め
る
も
の
を
含
む
。
）
で
お
お
わ

れ
て
い
る
畑
と
牧
野
の
合
計
面
積
の
割
合
が
百
分
の
六
十
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三
　
そ
の
地
域
に
係
る
農
地
と
牧
野
の
合
計
面
積
に
対
す
る
畑
と
牧
野
の
合
計
面
積
の
割
合
が
二
分
の
一
以
上
で
あ

る
こ
と
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
七
月
五
日
政
令
第
二
八
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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